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令和４年度建築保全業務共通仕様書等の改定に関
する調査検討業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年７月１９日～令和５年３月１０日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年7月15日
一般財団法人建築保全センター
東京都中央区新川１丁目２４番８号

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、建築保全業務共通仕様書、建築保全業務積算基準及び建築保全業務積算要領につい
て改定のために必要な情報の調査及び検討を行い、改定に係る技術資料のとりまとめを行うもの
である。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者が本業務を適切に遂行するための能
力を有していると判断された。
　したがって、左記業者と契約するものである。

4010005018719 19,624,000 19,580,000 99.78%

令和４年度官庁営繕事業における一貫したＢＩＭ
活用に関する調査検討業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年７月２７日～令和５年３月２０日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年7月26日
一般財団法人建築保全センター
東京都中央区新川１丁目２４番８号

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、官庁営繕事業においてＢＩＭモデルを活用することにより、事業の円滑かつ効率的
な実施、品質の確保及び生産性の向上を実現するため、試行・先行事例の調査、課題整理と対応
方法の検討を行い、有識者の意見を聴取するなどにより検証・確認し、官庁営繕事業への導入に
関する技術資料をとりまとめるものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者のみが本業務を適切に遂行するため
の能力を有していると判断された。
　したがって、左記業者と契約するものである。

4010005018719 16,577,000 16,390,000 98.87%

令和４年度官庁営繕工事におけるデジタル技術を
活用した監督・検査の合理化に関する調査検討業
務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年７月２８日～令和５年３月１７日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年7月27日
株式会社ファインコラボレート研究所
東京都港区元赤坂一丁目１番１５号ニュートヨ
ビル

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、デジタル技術を活用した建築分野における多様な施工合理化技術の情報収集、整理
を行い、その有効性について有識者等の意見を聴取するなどにより検証・確認し、官庁営繕工事
における監督・検査への導入に関する技術資料のとりまとめを行うものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者が本業務を適切に遂行するための能
力を有していると判断された。
　したがって、左記業者と契約するものである。

4010401039038 9,581,000 9,570,000 99.89%

令和４年度官庁施設における混構造を用いた木造
化の整備手法等に関する調査検討及び基準等基礎
資料作成業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年７月２８日～令和５年３月１７日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年7月27日
株式会社ファインコラボレート研究所
東京都港区元赤坂一丁目１番１５号ニュートヨ
ビル

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、官庁施設において合理的なコストでより多くの木材利用を図り、かつ、公共発注に
おいて活用しやすい木造化・木質化の整備手法の検討等を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者が本業務を適切に遂行するための能
力を有していると判断された。
　したがって、左記業者と契約するものである。

4010401039038 42,207,000 41,965,000 99.43%

令和４年度公共建築工事等における歩掛りに関す
る実態調査及び解析資料作成業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年７月２９日～令和５年３月２０日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年7月28日
一般財団法人建設物価調査会
東京都中央区日本橋大伝馬町１１番８号

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、現場実態を踏まえた適正な予定価格の設定に向け、公共建築工事等の現場における
材料、労務、機械器具等の歩掛り（単位施工量当たり又は日当たりの材料数量、労務工数、機械
運転時間等の所要量）について、実態把握のための調査を行い、歩掛り作成に係る技術資料を取
りまとめるものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者は、他者より業務実施方針及び手法
並びに資格に優れていると認められた。
　したがって、左記業者と契約するものである。

6010005018675 16,610,000 16,544,000 99.60%

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



令和４年度官庁施設におけるＡＩ等を活用した設
備設計の品質確保に関する検討業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年８月９日～令和５年３月１７日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年8月8日
株式会社構造計画研究所
東京都中野区本町四丁目３８番１３号日本ホル
スタイン会館内

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、官庁施設の設備設計において、設計品質の確保と業務の効率化を図ることを目的と
して、ＡＩ等の技術を活用するため、有効と考えられるＡＩ等ツールの詳細検討及び業務利用を
想定した実現可能性の効果検証を行い、官庁営繕事業における今後のＡＩ等導入に向けた技術資
料としてとりまとめを行うものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者が、本業務を適切に遂行するための
能力を有していると判断された。
　したがって、左記業者と契約するものである。

7011201001655 25,201,000 24,750,000 98.21%

中央合同庁舎第３号館改修（２２）エレベーター
設備工事
東京都千代田区霞が関２－１－３
令和４年８月１２日～令和５年２月２８日
機械設備工事

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年8月10日
三菱電機ビルソリューションズ株式会社
東京都荒川区荒川７ー１９ー１

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本工事は、中央合同庁舎第３号館の乗用エレベーター（１２号機）について、現行基準に適合
させるための耐震性能の向上及び安全対策の強化対策を実施する改修工事である。現行基準に適
合させるためには、元施工者が独自に設計した機械室や昇降路内機材等の耐震補強及びエレベー
ターの運行制御に係わる制御盤の改修並びに元施工者が独自開発した制御用プログラムやソフト
の追加・改修を行う必要があり、既設エレベーター設備と密接不可分の関係にある。本工事を元
施工者以外に施工させた場合、エレベーター設備の機能安全性の確保並びに使用に著しい支障が
生じる恐れがあるため、元施工者以外では対応が出来ない。
　以上の理由により、元施工者である左記業者と随意契約をするものである。

5010001030412 17,479,000 16,500,000 94.40%

令和４年度官庁施設におけるZEBの実現に向けた省
エネ技術の導入等に関する調査検討業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年９月６日～令和５年３月１７日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年9月5日
備前グリーンエネルギー株式会社
岡山県備前市東片上３９番６

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、民間及び自治体で行っているＺＥＢの先進事例や採用されている省エネ技術を調査
するとともに、ＺＥＢ達成に有効な省エネ技術の効果の分析や導入における課題とその対策の整
理を行うことにより、官庁施設への効果的な導入手法の検討を行い、官庁施設におけるＺＥＢの
実現に有用な技術資料の作成を行うものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者は、他者より業務の実施方針及び手
法に優れていると認められた。
　したがって、左記業者と契約するものである。

3260001021891 10,758,000 10,439,000 97.03%

令和４年度建築保全業務結果の活用状況に関する
調査検討業務
東京都千代田区霞が関２－１－２
令和４年１１月２４日～令和５年３月１０日
建築関係建設コンサルタント業務

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年11月22日
一般財団法人建築保全センター
東京都中央区新川１丁目２４番８号

会計法第２９条の３第４項、予算決算及び会計令第１０２条の４第３号

　本業務は、官庁施設の施設管理者による、法令等に基づく建築物等の定期点検（以下、「法定
点検」という。）による指摘事項への適切な措置の計画・実施の状況について、保全実態調査結
果の分析による実態把握や、適切な措置の実施事例の調査を行い、法定点検の結果の活用促進に
向けた今後の検討課題をとりまとめることを目的とするものである。
　本業務の実施にあたっては、高度な技術的判断を必要とするため簡易公募型プロポーザル方式
によることとし、業務実施方針等を審議した結果、左記業者が本業務を適切に遂行するための能
力を有していると判断された。
　したがって、左記業者と契約するものである。

4010005018719 11,649,000 11,550,000 99.15%

内閣府庁舎改修（２２）機械設備その他工事
東京都千代田区永田町１－６－１
令和４年１２月１９日～令和６年１月３１日
暖冷房衛生設備工事

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和4年12月16日
株式会社丹野設備工業所
神奈川県伊勢原市上粕屋４４８番地の１９

会計法第２９条の３第１項、予算決算及び会計令第９９条の２

　本工事の発注は、当初公告において暖冷房衛生設備工事Ａ等級の一般競争入札（施工能力評価
型Ⅰ型・総合評価落札方式）で行い、入札執行は原則的な取扱いに則り執行したが、第１回目及
び第２回目の入札において予定価格を超過していた。そのため、第３回目の再度入札を行った
が、予定価格の超過により入札不調となったものである。
　本工事の実施にあたっては、再度入札の結果落札者がなく、予決令第９９条の２に基づく随意
契約の見積に移行し、再度入札参加者から希望者を募るものとし、見積は原則２回を限度として
いた。希望者との第２回目の見積を行った結果、予定価格以下であったため、随意契約を行うも
のである。

8021001021182 300,740,000 297,000,000 98.76%



中央合同庁舎第５号館別館改修（Ｒ４）エレベー
ター設備その他工事
東京都千代田区霞が関１－２－３
令和５年３月２４日～令和６年３月２９日
機械設備工事

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和5年3月23日
フジテック株式会社　首都圏統括本部
東京都港区白金一丁目１７番３号

会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９９条の２、第９９条の６

　本工事は、老朽化の解消及び現行の安全性基準への適合のためエレベーターを更新する工事で
ある。既存のエレベーターは、耐震安全性が不足しているとともに、戸開走行保護装置が設置さ
れていないなど、利用者の安全のために早急な解消が求められている。一般競争入札（施工体制
確認型、施工能力評価型Ⅱ型、総合評価落札方式）で入札公告したが、不調となった。
　本入札の手続きについては、入札参加資格を最大限に緩和しており、かつ、ヒアリング等によ
り実勢価格を把握するなど積算上最大限の対策をとった上で競争入札を行ったものであり、再度
入札手続を行っても入札者の見込みがないと判断される。したがって、予算決算及び会計令第９
９条の２及び第９９条の６により、受注意思のあった者と見積合わせを行い、予定価格の制限範
囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った上記の者と随意契約するものである。

3160001009212 274,010,000 269,500,000 98.35%

外務本省改修（Ｒ４）機械設備工事
東京都千代田区霞が関２－２－１
令和５年４月１日～令和７年２月２８日
暖冷房衛生設備工事

支出負担行為担当官
国土交通省大臣官房官庁営繕部長
秋月　聡二郎
東京都千代田区霞が関２－１－２

令和5年3月30日
株式会社丹野設備工業所
神奈川県伊勢原市上粕屋４４８番地の１９

会計法第２９条の３第５項、予算決算及び会計令第９９条の２、第９９条の６

　本工事は、老朽化及び内装改修に伴い空気調和設備及び衛生設備を改修する工事である。既存
の設備は著しく老朽しており、部品の故障等が頻発していることから早急な改修が必要である。
また、本工事は、契約済の関連工事（外務本省改修（２２）建築その他工事）と同一施工範囲に
おいて同時施工が必要であるとともに、内装改修部分の使用開始時期が決定していることから早
急な実施が求められている。一般競争入札（施工体制確認型、技術提案評価型S型（WTO）、総合
評価落札方式）で入札広告を行ったが、不調となった。
　本入札の手続きについては、入札参加資格を最大限に緩和しており、かつ、ヒアリング等によ
り実勢価格を把握するなど積算上最大限の対策をとった上で競争入札を行ったものであり、再度
入札手続を行っても入札者の見込みがないと判断される。したがって、予算決算及び会計令第９
９条の２及び第９９条の６により、受注意思のあった者と見積合わせを行い、予定価格の制限範
囲内で最低の価格をもって有効な見積を行った上記の者と随意契約するものである。

8021001021182 772,310,000 687,500,000 89.02%


